
Ⅴ　滞　納　整　理
　2.　不納欠損処理状況 （単位：千円・件）

金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数

平 成 26 年 度 245,572 25,560 883,005 53,394 1,247,188 49,990 417,424 8,133 2,793,189 137,077

平 成 27 年 度 152,669 18,258 579,142 39,547 1,478,239 71,594 184,850 4,750 2,394,900 134,149

平 成 28 年 度 93,087 11,730 405,176 30,522 1,526,196 78,301 143,555 3,238 2,168,014 123,791

平 成 29 年 度 62,739 8,803 361,732 26,263 1,367,769 73,294 224,219 2,347 2,016,459 110,707

平 成 30 年 度 21,619 2,910 314,707 24,039 1,198,963 64,183 146,960 2,798 1,682,249 93,930

市 民 税 11,236 1,011 242,308 16,939 918,873 48,421 94,992 1,860 1,267,409 68,231

固 定 資 産 税
都 市 計 画 税

9,207 1,302 61,426 3,020 261,912 9,204 50,019 885 382,564 14,411

そ の 他 の 税 1,176 597 10,973 4,080 18,178 6,558 1,949 53 32,276 11,288

計

地方税法第15条
の7第4項該当

区 分

滞納処分の停止に附さずに時
効完成したもの

滞納処分の停止決議のもので
期間満了に先だって時効完成
したもの

滞納処分の停止決議のもので
期間満了したもの

地方税法第18条
第1項該当

地方税法第18条
第1項該当

滞納処分の停止決議のもので
納税義務の即時消滅のもの

地方税法第15条
の7第5項該当


